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１  改定の基本認識（総論）  

本市 の 公 の 施設 は、 地 方自 治法 が定 め る「 住民 の福 祉 を増 進す

る目的 をも って その利 用に 供す るため の施 設」 として 、こ れま で

市民の 福祉 向上 や地域 コミ ュニ ティの 醸成 に大 きく寄 与し 、現 行

の使用 料水 準も その役 割を 支え るもの とし て一 定の機 能を 果た し

てきた。  

しか し なが ら、 今後 の 施設 の老 朽化 に 伴う 維持 管理 ・ 更新 費用

の増大 が見 込ま れる中 、将 来に わたっ て安 定的 な施設 運営 を継 続

するためには、現行の費用負担構造を見直す必要がある。  

施設 の 維持 管理 費用 は 利用 の有 無に か かわ らず 全市 民 の税 負担

によっ て賄 われ ており 、施 設を 利用す る市 民と 利用し ない 市民 と

の費用 負担 のあ り方を より 適正 なバラ ンス へと 最適化 する 必要 が

ある。  

また 、 施設 が有 する 政 策的 意義 等が 使 用料 水準 に十 分 に反 映さ

れてい ない ため 、 施設 を利 用す る市民 と利 用し ない市 民、 さら に

は利用者間においても負担の公平性に課題がある。  

その た め、 客観 的 な デ ータ に基 づく 原 価計 算を 導入 し 、施 設が

有する 政策 的意 義に応 じた 適正 な受益 者負 担の ルール を再 構築 す

る本改定の方向性は、妥当であると判断する。  

２  新たな基本方針の柱（各論）  

本審 議 会に おけ る議 論 を踏 まえ 、 改 定 の方 向性 につ い ての 意見

は以下のとおりとする。  

（１）対象経費の範囲見直し（フルコストの客観的把握）  

使 用 料 算 定 の 基 礎 と な る 原 価 に は 、 こ れ ま で の 維 持 管 理 費に

加 え 、 「 人 件 費 」 及 び 「 減 価 償 却 費 （ 大 規 模 修 繕 の 資 本 的 支出

を 含む ） 」 を算 入 し、 施 設 のフ ル コス ト を 正確 に 把握 す る こと 。  

算 定 に 当 た っ て は 、 公 会 計 管 理 台 帳 シ ス テ ム 等 の 客 観 的 なデ

ー タ を 活 用 し 、 費 用 の 重 複 計 上 を 排 除 す る と と も に 、 以 下 の点

に配慮すること。  



 

 

2 

 

・稼働率については、稼働していない部分を全額行政負担とす

ることへの課題を認識しつつ、使用料算定における稼働率の

取扱いについて、近隣自治体の動向も参考にしながら考え方

を整理すること。  

・施設ごとに個別に原価を算出することを原則とするが、 施設

の建築年次や大規模修繕の取扱い等により、施設間・地域間

で利用者負担に著しいかい離が生じる場合は、調整の仕組み

の必要性を考慮し、市として適切な判断を行うこと。  

（２）施設の性質に応じた「利用者負担割合」の導入  

算 出 さ れ た フ ル コ ス ト を 全 額 利 用 者 に 転 嫁 す る の で は な く、

施 設 の 「 必 需 性 」 や 「 民 間 代 替 性 ・ 収 益 可 能 性 」 等 の 公 的 な意

義 に 基 づ き 、 施 設 を 階 層 化 し 、 公 費 （ 税 金 ） の 投 入 割 合 に 差を

設けることを妥当とする。  

利 用 者 負 担 割 合 の 設 定 に 当 た っ て は 、 以 下 の 点 に 留 意 す るこ

と。  

・ 利 用 者 負 担 割 合 の 設 定 は 、 施 設 の 性 質 （ 必 需 性 ・ 民 間 代 替

性・収益可能性）に基づくものであり、設定に当たっては、

施設が有する社会的価値や間接的便益を評価し、その妥当性

について市民との間で共通認識を持つためのプロセスを設け

るよう検討すること。  

（３）急激な負担増に対する「激変緩和措置」の設定及び減免制度

のあり方への配慮  

新 た な 算 定 基 準 に よ り 使 用 料 が 大 幅 に 引 き 上 げ ら れ る 施 設に

つ い て は 、 市 民 活 動 の 急 激 な 停 滞 （ 利 用 者 の 激 減 ） を 招 か ない

よ う 、 「 改 定 上 限 率 」 や 「 段 階 的 な 引 き 上 げ 期 間 」 な ど の 激変

緩和措置を講じること。  

ま た 、 経 済 的 な 理 由 等 に よ り 、 公 共 施 設 か ら 排 除 さ れ る 市民

を 生 む こ と の な い よ う 減 免 制 度 の 維 持 は 必 要 で あ る が 、 本 来受

益 者 が 負 担 す べ き 使 用 料 を 公 費 に よ り 賄 う 制 度 で あ る こ と を意

識 し 、 政 策 と し て 市 民 へ の 説 明 が で き る 減 免 制 度 と な る よ う配

慮すること。  
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（４）本来あるべき料金設定について  

本来あるべき料金設定として、以下の２点について、実施の

是非、可否も含め、検討されたい。  

・ 公 平 性 の 観 点 か ら 、 営 利 目 的 利 用 者 に は 適 切 な 差 額 設 定 を行

うこと。  

・ 施 設 利 用 者 に は 市 外 在 住 者 も 含 ま れ る こ と を 踏 ま え 、 市 民

（ 税 負 担 者 ） と 市 外 利 用 者 と の 間 の 負 担 の 公 平 性 に つ い て、

適切な差額設定を行うこと。  

３  付帯意見  

施設 が 多く の市 民に 継 続し て利 用さ れ ると とも に、 将 来に わた

って安 定的 な維 持・更 新が 行わ れるこ とは 、本 市の魅 力を 維持 ・

向上させる基本となる。  

した が って 、 基 本方 針 によ る 適 正な 使 用料 の設 定に 留 まら ず、

施設が 有す る社 会的価 値や 市民 活動が もた らす 間接的 便益 を十 分

に認識 し、 公共 施設を 将来 に渡 り持続 可能 な形 で維持 ・活 用し て

いく観点から、以下の点に配慮すること。  

①  稼働率が低い施設における利用促進策の推進  

稼 働 率 が 低 い 施 設 で は 使 用 料 が 高 額 と な り 、 利 用 者 減 少 →さ

ら な る 稼 働 率 低 下 → 施 設 廃 止 と い う ス パ イ ラ ル に 陥 る 懸 念 があ

る 。 市 に お い て は 、 単 な る 施 設 の 稼 働 向 上 に 留 ま ら ず 、 市 民活

動 の 活 性 化 や 地 域 の に ぎ わ い 創 出 を 目 指 し 、 施 設 の 利 用 促 進策

（ 広 報 ・ Ｐ Ｒ 充 実 、 予 約 シ ス テ ム の 改 善 、 利 用 可 能 枠 の 見 直し

等）を料金改定と並行して積極的に取り組むこと。  

②  施設の収益確保・運営コスト見直しへの取組  

使 用 料 の 適 正 化 と 並 行 し て 、 施 設 と し て 収 入 を 確 保 す る 工夫

を 行い 、 使 用料 だ けに 頼 ら ない 経 営改 善 を 推進 す るこ と 。 また 、

運 営 コ ス ト の 見 直 し （ 夜 間 帯 な ど の 利 用 可 能 時 間 の 見 直 し 等）

についても検討すること。  

③  モニタリングと利用者データの整備  

施 設 ご と の 利 用 状 況 ・ 利 用 者 数 の 変 化 に つ い て 継 続 的 な モニ

タ リ ン グ を 実 施 す る こ と 。 ま た 、 利 用 者 の 属 性 に 関 す る デ ータ
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整 備 ・ 蓄 積 を 進 め 、 将 来 の 基 本 方 針 の 見 直 し の 際 に 活 用 で きる

よ う に す る こ と 。 そ の 際 、 当 該 デ ー タ を 市 民 へ 公 開 し て い くな

ど 、 負 担 の 納 得 性 向 上 に 繋 げ る 検 討 を す る こ と 。 な お 、 利 用者

属 性の 把 握 に 当 た って は 、 現場 の 事務 負 担 への 配 慮も す る こと 。  

４  市へ期待すること（結語）  

各施 設 所管 課が 条例 改 正を 検討 する に 当た って は、 本 答申 の趣

旨を十 分に 踏ま え、施 設の 設置 目的・ 利用 実態 ・地域 の実 情、 さ

らには 本市 の財 政の健 全性 に即 した「 適正 な設 定」を 行う よう 強

く要望する。  

また 、 この 「適 正な 設 定」 は一 度定 め て固 定さ れる 静 的な もの

ではな く、 今後 の社会 経済 情勢 や利用 実態 の変 化に応 じ、 「不 断

の努力」によって常に見直されるべき動的なものである。  

市に お いて は、 単な る 「値 上げ 」で は なく 、 本 市の 公 共施 設を

将来に わた って 持続可 能な もの とする ため の見 直しで ある とい う

本来の 主旨 を、 あらゆ る機 会を 通じて 市民 に丁 寧に説 明し 、理 解

と共通認識を得るよう努めること。  

その 際 、パ ブリ ック コ メン ト等 によ る 市民 参加 のプ ロ セス を丁

寧に実施すること。  

本審 議 会は 、 本 市の 公 共施 設が 将来 世 代へ 健全 な財 政 とと もに

引き継 がれ 、 今 後も市 民生 活の 豊かさ と地 域コ ミュニ ティ の持 続

的発展に寄与し続けることを強く期待する。  


